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出　来　事

2007年 年初以降 アメリカで住宅ローン会社の破たんが生じる

8月1日 ドイツのＩＫＢ産業銀行がドイツ復興金融公庫から資金支援を受けた旨公表される 

8月9日 フランス大手銀行ＢＮＰパリバが傘下ファンドの償還を凍結

ＦＲＢ及びＥＣＢが緊急資金供給

9月14日 英国大手住宅金融ノーザンロック銀行で取付け騒ぎ発生（その後08年２月17日に一時国有化）

12月12日 欧米５中央銀行による新たな資金供給策

2008年 3月11日 欧米５中央銀行による資金供給策の拡充

3月16日 アメリカ大手投資銀行ＪＰモルガンが同投資銀行ベアスターンズを買収

ＦＲＢがプライマリー・ディーラー向け貸出制度を導入

7月13日 アメリカ政府・ＦＲＢがＧＳＥ２社（ファニー・メイ、フレディ・マック）に対する支援策を発表

9月7日 アメリカ政府が政府系住宅金融機関（ＧＳＥ）への救済策を発表

9月15日 アメリカ大手投資銀行リーマン・ブラザーズが破産申請

アメリカ大手商業銀行バンク・オブ・アメリカが同投資銀行メリルリンチを買収

9月16日 ＦＲＢがアメリカ大手保険会社ＡＩＧに資金融資

9月18日 日米欧６中央銀行による資金供給策発表

9月19日 アメリカ政府が不良資産の買取りを含む金融システム安定化策を発表

9月21日 ＦＲＢがアメリカ大手投資銀行ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーの銀行持株会社への転換を承認

9月22日 Ｇ７が国際金融市場の動揺に関する声明を発表

9月29日 アメリカ下院が緊急経済安定化法案を否決

ベネルクス３か国がベルギー・オランダ系大手金融フォルティスに公的資金を注入

9月30日 フランス、ベルギー、ルクセンブルグの３か国がフランス・ベルギー系大手銀行デクシアに公的資金を注入

10月3日 アメリカで緊急経済安定化法が成立 

10月6日 アイスランド政府が非常事態を宣言し、民間銀行を政府管理下に置く法律を制定

10月7日 ＦＲＢがコマーシャル・ペーパー買取制度の導入を発表

10月8日 英国政府が銀行部門支援策を発表

欧米６か国の中央銀行が協調利下げ

10月10日 Ｇ７において行動計画を発表

10月12日 ユーロ圏首脳会議で欧州における行動計画についての宣言を発表

アメリカ大手商業銀行ウェルズ・ファーゴによる同商業銀行ワコビアの買収をＦＲＢが承認

10月13日 英国政府が大手金融機関３行に総額370億ポンド（約５兆円）の資本注入を発表

10月14日 アメリカがＧ７行動計画実施のための措置（資本注入等）を発表

10月17日 ドイツで金融市場安定化法が成立

10月20日 フランス政府が大手金融機関６行に総額105億ユーロ（約1.2兆円）の資本注入を発表

10月21日 ドイツのバイエルン州立銀行（州立銀行２位）が初の資本注入を政府に申請

10月29日 欧州委員会が加盟国向けの特別融資枠拡大等の金融支援策を発表

新興国のドル資金流動性を確保するため、ＩＭＦ、ＦＲＢが資金供給策を発表

ＦＲＢが韓国、ブラジル、シンガポール、メキシコの中央銀行と通貨スワップ協定を締結

11月3日 ドイツのコメルツ銀行が資本注入を政府に申請

11月5日 ドイツ政府が500億ユーロ（約5.9兆円）規模の経済対策を発表

ＩＭＦがウクライナに対する164億ドル（約460億円）規模の融資を承認
（その後ハンガリー、アイスランド、パキスタン等に対して融資を承認）

11月10日 アメリカ政府がＡＩＧに対する支援拡大を発表

11月15日 金融・世界経済に関する首脳会合において宣言を発表

11月23日 アメリカ政府が大手商業銀行シティグループに対する支援策（資本注入及び保有資産の政府保証）を発表

11月25日 ＦＲＢが最大8,000億ドル（約74兆円）の新たな金融市場対策を発表

12月19日 アメリカ政府が自動車メーカーへの支援策（最大174億ドルの融資）を発表

2009年 1月16日 アメリカ政府がバンク・オブ・アメリカに対する支援策（資本注入及び保有資産の政府保証）を発表

1月19日 英国政府が金融システム安定化の追加政策を発表

1月21日 フランス政府が大手金融機関６行への追加資本注入を発表

1月28日 英国政府が追加の金融安定化策を発表

2月10日 アメリカ財務省が金融安定化策を発表

2月17日 7,872億ドル（約72兆円）規模の経済対策（アメリカ経済再生・再投資法）が成立

アメリカ政府が金融安定化策のうち、住宅所有者への支援を含む住宅対策を発表

ドイツ金融機関の国有化法案を閣議決定

2月25日 ＦＲＢが金融機関に対するストレステストの実施を発表

3月5日 イングランド銀行が中長期の英国債購入を含む資産買取の実施を発表

3月18日 ＦＲＢが最大3,000億ドル（約29兆円）規模の米国債買取りの実施を発表

3月23日 アメリカ政府が不良資産買取りのための「官民投資プログラム」について公表

3月30日 アメリカ政府がＧＭ及びクライスラーの存続可能性に関する決定を発表

4月2日 第２回金融・世界経済に関する首脳会合において首脳声明を発表

4月30日 アメリカ政府がクライスラーの破産法申請及びクライスラーへの支援を発表

5月7日 ＥＣＢがカバード・ボンド（金融機関が発行する担保付債券）の買取等を発表

5月7日 　ＦＲＢが主要19行に対するストレス・テスト（健全性審査）の結果を発表

5月11日 ドイツ政府が金融機関から不良資産を分離するためのバッド・バンクを創設する案を発表

6月1日 ＧＭが連邦破産法第11条の適用を申請

第1-1-1表　世界金融危機の発生・拡大及び政策対応の推移
月 日

2月18日

金
融
危
機

金
融
市
場
の
混
乱
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（参考２） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資
本

注
入

不
良

債
権

買
取

保
有

資
産

の
保

証
融

資
債

務
の

保
証

特
定

資
産

の
買

取

○
Ｆ

Ｒ
Ｂ

に
よ

る
Ｃ

Ｐ
買

取
制

度
（
Ｃ

Ｐ
Ｆ

Ｆ
）、

Ｃ
Ｐ

を
買

い
取

る
金

融
機

関
等

へ
の

融
資

制
度

（
Ａ

Ｍ
Ｌ

Ｆ
及

び
Ｍ

Ｍ
ＩＦ

Ｆ
）を

創
設

。

Ｆ
Ｒ

Ｂ
の

バ
ラ

ン
ス

シ
ー

ト
上

の
Ｃ

Ｐ
残

高
：

1,
63

2億
ド

ル
（約

15
.5

兆
円

）
※

0
9年

5月
13

日
時

点

○
Ｆ

Ｒ
Ｂ

が
消

費
者

・中
小

企
業

向
け

ロ
ー

ン
を

担
保

と
す

る
Ａ

Ｂ
Ｓ

の
保

有
者

に
対

し
て

貸
付

を
行

う
制

度
（Ｔ

Ａ
Ｌ

Ｆ
）を

創
設

。

貸
出

規
模

：
最

大
１

兆
ド

ル
（約

95
兆

円
）

○
Ｆ

Ｒ
Ｂ

に
よ

る
Ｇ

Ｓ
Ｅ

債
及

び
Ｇ

Ｓ
Ｅ

保
証

の
Ｍ

Ｂ
Ｓ

を
買

取
る

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

創
設

。

買
取

規
模

：
最

大
１

兆
4
,5

00
億

ド
ル

（約
13

8
兆

円
）

○
Ｆ

Ｒ
Ｂ

が
長

期
国

債
の

買
取

実
施

を
発

表
。

買
取

規
模

：
最

大
3
,0

00
億

ド
ル

（約
2
9
兆

円
）

ド
イ

ツ

○
「
金

融
安

定
化

法
」に

基
づ

き
、

80
0億

ユ
ー

ロ
（約

10
.2

兆
円

）
の

資
本

注
入

枠
を

確
保

。

資
本

注
入

（下
記

２
行

の
発

表
額

）
：1

87
億

ユ
ー

ロ
（約

2.
4兆

円
）

・
コ

メ
ル

ツ
銀

行
　

1
82

億
ユ

ー
ロ

・
ア

ー
レ

ア
ル

銀
行

　
５

億
ユ

ー
ロ

○
不

良
債

権
を

金
融

機
関

か
ら

切
り

離
す

た
め

の
「バ

ッ
ド

・
バ

ン
ク

」
の

創
設

を
盛

り
込

ん
だ

法
案

を
発

表
。

―

○
政

府
等

が
ヒ

ポ
・
レ

ア
ル

・
エ

ス
テ

ー
ト

に
対

し
て

融
資

を
実

施
。

融
資

額
：5

00
億

ユ
ー

ロ
（
約

6.
4兆

円
）

※
な

お
、

ヒ
ポ

を
念

頭
に

金
融

機
関

の
国

有
化

を
可

能
に

す
る

法
律

を
制

定
。

○
政

府
が

銀
行

間
取

引
に

対
し

て
、

債
務

を
保

証
。

事
業

規
模

：4
,0

00
億

ユ
ー

ロ
（約

51
兆

円
）

―

○
預

金
の

全
額

保
護

を
実

施
。

実
施

前
の

法
定

保
護

上
限

は
預

金
の

90
％

（２
万

ユ
ー

ロ
（
約

2
6
0万

円
）
を

上
限

）
。

フ
ラ

ン
ス

○
総

額
4
00

億
ユ

ー
ロ

（
約

5.
1
兆

円
）
の

資
本

注
入

枠
を

創
設

。

資
本

注
入

（発
表

額
）：

合
計

2
15

億
ユ

ー
ロ

（約
2.

8兆
円

）
・
大

手
金

融
機

関
６

行
　

総
額

1
05

億
ユ

ー
ロ

（１
回

目
）

　
総

額
1
10

億
ユ

ー
ロ

（２
回

目
）

―
―

―

○
政

府
が

銀
行

間
取

引
に

対
し

て
、

債
務

を
保

証
。

事
業

規
模

：3
,2

00
億

ユ
ー

ロ
（約

41
兆

円
）

―

○
変

更
な

し
。

現
行

は
、

７
万

ユ
ー

ロ
（約

90
0
万

円
）
。

第
1
-
1
-
1
3
表

　
諸

外
国

の
金

融
シ

ス
テ

ム
安

定
化

策

―

個
別

金
融

機
関

へ
の

支
援

（
バ

ラ
ン

ス
シ

ー
ト

の
改

善
等

）
金

融
市

場
の

機
能

回
復

預
金

保
護

○
Ｆ

Ｒ
Ｂ

が
Ａ

ＩＧ
に

対
し

て
有

担
保

融
資

を
実

施
。

融
資

枠
：2

50
億

ド
ル

（
約

2.
4

兆
円

）
※

当
初

の
85

0億
ド

ル
か

ら
減

額

○
Ｆ

Ｄ
ＩＣ

（連
邦

預
金

保
険

公
社

）
が

金
融

機
関

が
新

規
に

発
行

す
る

債
務

を
保

証
。

事
業

規
模

：１
兆

4
,0

00
億

ド
ル

（約
13

3兆
円

）

○
政

府
が

金
融

機
関

が
新

規
に

発
行

す
る

債
務

を
保

証
。

事
業

規
模

：2
,5

00
億

ポ
ン

ド
（約

36
兆

円
）

○
預

金
保

護
の

上
限

を
３

万
5,

00
0ポ

ン
ド

（約
50

0万
円

）
か

ら
５

万
ポ

ン
ド

（
約

72
0
万

円
）
に

引
上

げ
。

○
預

金
保

護
の

上
限

を
10

万
ド

ル
（
約

95
0万

円
）
か

ら
25

万
ド

ル
（約

2
,3

80
万

円
）

に
引

上
げ

。

○
決

済
用

預
金

の
全

額
保

護
。

○
シ

テ
ィ

・グ
ル

ー
プ

及
び

バ
ン

ク
・
オ

ブ
・
ア

メ
リ

カ
の

保
有

資
産

に
対

し
て

政
府

保
証

を
実

施
。

保
証

資
産

額
：4

,1
9
0億

ド
ル

（約
40

兆
円

）
・シ

テ
ィ

・グ
ル

ー
プ

　
3
,0

1
0億

ド
ル

・バ
ン

ク
・オ

ブ
・
ア

メ
リ

カ
　

1,
1
80

億
ド

ル

○
「資

産
保

護
ス

キ
ー

ム
」に

よ
り

、
金

融
機

関
の

保
有

資
産

（資
産

担
保

証
券

等
）に

対
し

て
政

府
保

証
を

実
施

。

保
証

資
産

額
：5

,8
5
0億

ポ
ン

ド
（約

84
兆

円
）

・Ｒ
Ｂ

Ｓ
　

 3
,2

50
億

ポ
ン

ド
・ロ

イ
ズ

　
2,

60
0
億

ポ
ン

ド

ア
メ

リ
カ

○
「
緊

急
経

済
安

定
化

法
」（

Ｔ
Ａ

Ｒ
Ｐ

）
に

基
づ

く
資

本
注

入
を

実
施

。

資
本

注
入

実
績

：合
計

3,
07

7
億

ド
ル

（約
29

兆
円

）
・
資

本
注

入
プ

ロ
グ

ラ
ム

 1
,9

7
8億

ド
ル

・
Ａ

ＩＧ
　

69
8
億

ド
ル

・
シ

テ
ィ

・
グ

ル
ー

プ
（追

加
分

） 
20

0億
ド

ル
・
バ

ン
ク

・オ
ブ

・ア
メ

リ
カ

（追
加

分
） 

2
00

億
ド

ル

○
大

手
金

融
機

関
19

行
に

対
し

、
ス

ト
レ

ス
テ

ス
ト

を
実

施
し

、
そ

の
結

果
に

基
づ

き
、

各
行

が
資

本
増

強
を

行
う

必
要

。
※

必
要

に
応

じ
政

府
に

よ
る

資
本

注
入

が
実

施
さ

れ
る

見
込

み
。

○
不

良
債

権
買

取
の

た
め

の
「
官

民
投

資
プ

ロ
グ

ラ
ム

」
（Ｐ

Ｐ
ＩＰ

）
を

発
表

。

買
取

規
模

：5
,0

0
0億

ド
ル

（将
来

的
に

は
１

兆
ド

ル
規

模
に

拡
大

の
可

能
性

）
。

○
Ｆ

Ｒ
Ｂ

が
Ａ

ＩＧ
の

不
良

資
産

を
買

い
取

る
Ｌ

Ｌ
Ｃ

に
対

す
る

融
資

を
実

施
。

融
資

額
：5

25
億

ド
ル

（
約

5.
0

兆
円

）

○
Ｂ

Ｏ
Ｅ

が
Ｃ

Ｐ
、

社
債

、
中

長
期

の
英

国
債

の
購

入
を

含
む

資
産

買
取

制
度

（
Ａ

Ｐ
Ｆ

）を
発

表
。

買
取

規
模

：
1,

25
0
億

ポ
ン

ド
（約

18
兆

円
）

英
国

○
総

額
5
00

億
ポ

ン
ド

（
約

7.
2
兆

円
）
の

資
本

注
入

策
を

発
表

。

資
本

注
入

（発
表

額
）：

合
計

5
00

億
ポ

ン
ド

（
約

7.
2兆

円
）

・
Ｒ

Ｂ
Ｓ

　
33

0億
ポ

ン
ド

・
Ｈ

Ｂ
Ｏ

Ｓ
　

11
5億

ポ
ン

ド
・
ロ

イ
ズ

　
55

億
ポ

ン
ド

※
Ｒ

Ｂ
Ｓ

に
対

し
て

は
、

必
要

に
応

じ
て

60
億

ポ
ン

ド
の

追
加

注
入

を
実

施
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

―

（
備

考
）

1．
各

国
政

府
、
中

央
銀
行

等
の
公

表
資
料

よ
り
作

成
。

　
　

　
　

2．
こ

の
ほ

か
、
Ｅ

Ｃ
Ｂ
が

カ
バ
ー

ド
・
ボ

ン
ド
（

金
融
機

関
が
発

行
す
る

担
保
付

債
券
）

の
買
取

り
を
実

施
す
る

こ
と
を

発
表
（

買
取
規

模
は
6
00
億

ユ
ー
ロ

(約
7.

7兆
円
)
）
。


